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ライトプラン（月３万円（税抜き）） 

 

番

号 
サービス名 サービス内容 メリット 

1 法律相談 

 面談・メール・ＦＡＸによる法律相談に対応します

（但し、相談時間が月３時間を超える場合には、本

サービスの利用を制限させていただくことがありま

す）。 

 

 実地調査を要するものについては、本サービス

で対応することができません（別に、拘束時間１時

間あたり１万円の日当が発生します）。 

 役員様・従業員様が法務問題について調査する

時間の短縮となり、人件費の効率化につながりま

す。 

 

 また、当然ですが、法律専門家である弁護士が

回答しますので、正確性も担保されます。 

2 会社訪問相談会 

 弁護士が貴社に訪問して２～３時間程度の法律

相談を実施します（但し、２月に１回を限度とさせ

ていただきます）。日程等については、予めご相談

ください。 

 

 従業員様からの相談も無料で対応させていただ

きますので、従業員様の福利厚生としてもご利用

いただけます。 

 役員様・従業員様の業務効率の低下や不祥事

が個人的な悩みに起因することが少なくなりませ

ん。 

 

 役員様・従業員様の個人的な悩みが解消するこ

とにより、業務効率の向上・不祥事の防止につな

がります。 

3 契約書チェック 

 弁護士が契約書をチェックし、評価・訂正提案等

を行います。但し、月２件を超えて利用される場合

には、本サービスの利用を制限させていただく場

合があります。 

 ハイリスクな契約の締結を回避することができま

す。 

4 
ラグーン主催セミナー

等への無料ご招待 

 弊所が主催のセミナー・勉強会に無料でご招待

いたします。 
 法実務能力の向上につながります。 

5 社内研修講師 

 弁護士が新人社員に対する基本的法律知識の

講座や管理職に対する労務管理講座など社内研

修の講師を担当します。 

 

 実施日程・内容につきましては、予めにご相談く

ださい。 

 

 なお、本サービスの利用に当たっては、弁護士

の移動時間及び講演時間１時間当たり２万円の

日当が発生します。 

 役員様・従業員様の法実務能力が向上され、組

織全体として法務リスクの顕在化予防につながり

ます。 

 

 また、万が一の際、「研修を行っていた。」という

事実が、責任軽減につながります。 
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6 着手金・報酬金の減額 
 顧問サービス外の案件を依頼する際、弁護士費

用を事案により１０～３０％ＯＦＦします。 

 たとえば、相手方に５００万円の請求をする場

合、着手金は５００万円×５％＋９万円の３４万円

ですが、これが３０％ＯＦＦですと２３万８０００円に

なります。 

7 
法改正情報公開 

（メールマガジン） 

 旬な法改正の情報や新聞記事などを法律実務

の観点から解説したメールマガジンを送付いたし

ます。 

 実際の事業運営と法律と乖離することを防止し

て、法律違反による損害賠償等の予防につながり

ます。 

8 少額債権回収 

 弁護士名で債務者に対して、月５件までの範囲

内で、金銭の支払いを求める督促書面を送付しま

す。 

 交渉代行は含みませんので、その後の債務者と

の交渉は、貴社において行っていただくことになり

ます。 

 弁護士からの督促状を受け取っただけで支払う

債務者も一定数いることに着目したサービスで

す。 

本サービスを利用される月は、通常の顧問料に

３万円＋消費税が加算されます。 

 通常、弁護士に依頼すると費用倒れとなってしま

う少額債権回収を実現することができます。 

 

 


